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エコアクション２１中間審査結果について 
 

 

 市では、７月５日と６日の２日間、「エコアクション２１」中間審査を受けました。 

 取り組み結果と審査での指摘内容は、次のとおりです。 

 

１ エコアクション２１中間審査とは 

  エコアクション２１は、２年ごとに取組内容の更新を行うための「更新審査」が 

 実施され、その中間年には、更新審査時に設定された取組内容が円滑に運用されて 

 いるかを審査する「中間審査」が実施されます。本年は中間審査の年に当たります。 

 

２ 昨年度との比較 

項 目 平成２０年度 平成２１年度 比 較 

廃棄物排出量 

(リサイクル率) 

４２８,００８kg 

(８６％) 

４２８,２７７㎏ 

(８５％) 

0.06％増加 

(１％減) 

二酸化炭素排出量 
２,３２０,１９６ 

㎏-CO2

２,２１７,０７４ 

㎏-CO2
4.4%減 

水道使用量 １１９,２３５L １０３,７２８L 13%減 

 ※二酸化炭素排出量について、電気量における排出係数が 20 年度は 

 0.470 であるのに対し、21 年度は 0.455。同一係数でも２％削減。 

 

３ 指摘内容 

  電気や燃料の節約による二酸化炭素の削減など、エコオフィス的な取り組みには 

 限界がある。 

 →エコオフィス的な取り組みに加え、市域を含めた取り組みの展開を！ 

各部署で関係する市民・事業者・各種団体へ、取り組みを拡大さ

せ、環境配慮の意識を普及させる。 

※取組目標の設定時には、その取り組みが市民等に与える影響を考慮

すること。 

 

４ 今後の取り組み 

・市長の環境方針に基づき、各部等においてエコアクション２１の方針を作成する。 

・各部等の市民などに関係する業務において、環境意識を向上させる取り組みを実 

施する。 


